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１ 人口等の現状 

（１）地 勢 

本市は濃尾平野の西部、名古屋市の西方約 16 ㎞に位置しています。名鉄津

島線や県道名古屋津島線などで名古屋市と結ばれています。周囲には愛西市、

弥富市、あま市及び海部郡２町１村があり、海部地区広域行政圏として一つの

圏域を形成しています。また、岐阜・三重両県との距離も近く、東海三県にま

たがる生活圏域を形成しています。 

地質は木曽川、長良川、揖斐川の三川によって堆積された沖積層からなる三

角州平野で、地形的には市域のほとんどが起伏の少ない海抜ゼロメートル以下

の低地です。また、中央部を南北に縦断する日光川をはじめ、日光川水系の河

川がいくつか流れており、浸水による災害の危険性があります。 

気候は春・秋は過ごしやすく、夏は高温多湿で蒸し暑く、冬は北西の風が強

く吹きます。市域には田畑が多く、さまざまな野鳥や植物を見ることができま

す。天王川公園周辺では、春の桜、初夏の藤、秋の紅葉、冬の雪景色といった

四季折々の自然の情緒を味わうことができます。 

 

（２）人口・世帯の状況 

総 人 口 

総人口の推移では、平成 22 年４月１日現在で 66,686 人となっており、平成

18 年以降はほぼ横ばいで推移しています。 

年齢３区分＊別では、年少人口（14 歳以下）と生産年齢人口（15～64 歳）は

年々減少していますが、老年人口（65 歳以上）は増加しており、平成 21 年に

14,000 人を超え、平成 22 年では 14,890 人に達しています。 

図 年齢３区分別総人口の推移 
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年齢３区分 

生産年齢人口とは

15～64 歳の人口を

いい、生産活動に

従事しうる年齢層

のこと。年少人口

とは 0～14 歳、老

年人口とは 65 歳以

上人口をいう。 

10 

資料：住民基本台帳(各年４月１日)

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

10,352

10,226

10,119

9,992

9,740

43,633 12,615

43,115

42,786

42,569

42,056

13,200

13,794

14,409

14,890 66,686

66,970

66,699

66,541

66,600

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）
（人）
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年齢３区分率の推移 

年齢３区分率では、老年人口（65 歳以上）の占める割合が上昇しており、平

成 20 年には 20％を超え、平成 22 年では 22.3％となっています。 

 

図 年齢３区分率の推移 
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平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

15.6

15.4

15.2

14.9

14.6

65.5 18.9

63.1

63.6

64.1

64.8

22.3

21.5

20.7

19.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

資料：住民基本台帳(各年４月１日)
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年齢階級別人口ピラミッド 

平成 22 年４月１日現在の年齢階級別人口ピラミッドでは、昭和 46 年から昭

和49年生まれの第二次ベビーブームを含む30歳代後半が最も多くなっていま

す。また、平成 17 年との比較では、老年人口（65 歳以上）が大きく増加して

いることがわかります。 

 

図 男女別人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01,0002,0003,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

【男　性】

（人）
0 1,000 2,000 3,000

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

上
平成22年

平成17年

【女　性】

（人）
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資料：住民基本台帳(各年４月１日)
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高齢化率＊の推移 

高齢化率では、平成 17 年で 19.4％となっていますが、団塊の世代が高齢期

を迎えている平成 27 年にはさらに高齢化が急速に進み、28.0％となることが

予測され、４人に１人以上が高齢者という状況になります。 

また、平成７年には全国を下回る高齢化率だったのが、平成 22 年には全国

を上回る高齢化率となることが予測されています。 

図 高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

合計特殊出生率＊ 

合計特殊出生率では、年によって増減はあるものの、全国や愛知県に比べ低

い状況になっています。 

図 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5

17.3

20.1

17.2

20.4

24.0

15.9

19.4

26.9

23.1

14.5

11.9

12.8

28.0

23.6

10

15

20

25

30

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

全国 愛知県 津島市

（％）

→　推計値実績値　←

1.32
1.34

1.38

1.43

1.36

1.26

1.37

1.34
1.36

1.24
1.28

1.20

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

全国 愛知県 津島市

合計特殊出生率 

15歳から49歳の女

性の、年齢別出生

率を合計 した指

標。一人の女性が

平均して一生の間

に何人の子どもを

生むかを表す。第

１次ベビーブーム

の頃には合計特殊

出生率は 4.5 以上

の高い値を示した

が、1950 年代には

３を、1975 年には

２を割り込み将来

の人口減少が予測

されるよ うにな

り、1989 年には

1.57 ショックが起

こり、少子化問題

が深刻化した。 

 

高齢化率 

65 歳以上の高齢者

人口が総人口に占

める割合。高齢化

率が７％から 14％

未満を高齢化社会

といい、14％から

21％未満を高齢社

会、21％以上を超

高齢社会という。

13 

資料：国勢調査、推計値は国立社会保障・人口問題研究所、第４次津島市総合計画

資料：人口動態統計
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自然動態と社会動態 

自然動態では、平成 19 年以降死亡数が出生数を上回っており、平成 21 年に

は出生が 520 人に対して死亡が 574 人となっています。 

社会動態では、平成 19 年から 20 年には転入が転出を上回っていましたが、

平成 21 年には逆転し、転入が 2,500 人であるのに対し、転出が 2,685 人とな

っています。 

 

図 自然動態と社会動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳及び外国人登録 

世帯数の推移 

世帯の推移では、世帯数は増加傾向にあり、平成 22 年の総世帯数は 25,290

世帯となっています。 

 

図 世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳(各年４月１日) 

561 608 528

531 539 521

2,671
2,500
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520547

574563
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1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

出生 死亡 転入 転出

（人）

24,181 24,400 24,855 25,183 25,290

0

10,000

20,000

30,000
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小学校区別人口、世帯数と高齢化率 

小学校区別の高齢化率では、蛭間小学校区と西小学校区において 25％以上と

なっています。 

 

表 小学校区別人口、世帯数と高齢化率 

区分 東 西 南 北 神守 蛭間 高台寺 神島田 

人口（人） 10,719 11,875 10,027 6,142 9,521 6,131 4,406 7,865 

世帯数（世帯） 4,121 4,539 3,976 2,581 3,496 2,263 1,498 2,816 

高齢化率（％） 18.6 25.6 22.2 23.8 22.4 26.2 17.6 21.0 

資料：住民基本台帳（平成 22 年４月１日） 

 

世帯構成別世帯数の状況 

世帯構成別の世帯数では、単独世帯や片親と子からなる世帯の増加がみられ、

特に単独世帯は平成 17年には 4,243 世帯と平成 12年に比べ約 600世帯の増加

がみられます。 

１世帯あたりの親族人員では、減少傾向がみられ平成 17 年には 2.89 人とな

っています。 

 

表 世帯構成別世帯数 

 単位：世帯（下段は構成比） 

区分 平成12年 平成17年 

21,356 22,282
一般世帯総数 

100.0％ 100.0％

3,647 4,243
単独世帯 

17.1％ 19.0％

13,892 14,456
核家族世帯＊ 

65.0％ 64.9％

4,129 4,515
夫婦のみ世帯 

19.3％ 20.3％

8,227 8,109
夫婦と子からなる世帯

38.5％ 36.4％

1,536 1,832

 

片親と子からなる世帯
7.2％ 8.2％

3,719 3,500
その他の親族世帯 

17.4％ 15.7％

98 83

 

非親族世帯 
0.5％ 0.4％

１世帯あたりの親族人員 3.01 2.89

資料：国勢調査（各年 10 月１日） 

核家族世帯 

親族世帯の中で、

夫婦のみの世帯、

夫婦と子どもから

なる世帯、男親と

子どもからなる世

帯、女親と子ども

からなる世帯。 
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（３）子どもの状況 

園児・児童・生徒数 

園児・児童・生徒数では、保育園・幼稚園児と小学校児童数が減少傾向にあ

り、特に平成 18 年に対し、保育園児は平成 22 年では 84.6％（185 人減）、幼

稚園児は 79.1％（199 人減）となっています。 

 

図 園児・児童・生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童扶養手当受給者 

児童扶養手当受給者では、平成 18 年以降は 500 人弱とほぼ横ばいで推移し

ています。 

 

図 児童扶養手当受給者 

単位：人 

区分 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 

受給者 477 492 476 491 492

資料：児童課（各年３月末日） 
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資料：保育園（市内在住） 児童課（各年４月１日） 

幼稚園、小学校、中学校 学校基本調査（各年５月１日）

951 872 869 817 752

4,342 4,324 4,294 4,226 4,134

1,203 1,161 1,101 1,036 1,018

2,0952,1482,1032,0472,014

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

保育園 幼稚園 小学校 中学校

（人）
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ひとり親世帯の状況 

ひとり親世帯の状況を母子家庭等医療対象世帯数でみると、平成 18 年から

平成 19 年にかけて一旦減少しましたが、以降増加傾向にあり、平成 22 年では

623 世帯となっています。 

 

図 母子家庭等医療対象世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）高齢者の状況 

高齢者世帯の状況 

高齢者世帯とひとり暮らし高齢者世帯では、ともに増加傾向にあり、平成 22

年には高齢者世帯が 10,508 世帯（41.6％）、ひとり暮らし高齢者世帯が 2,828

世帯（11.2％）にまで増加しています。 

 

表 高齢者世帯の推移 

単位：世帯（下段は構成比） 

区分 
高齢者世帯 

（世帯総数比） 

ひとり暮らし 
高齢者世帯 

（世帯総数比） 

9,115 2,311
平成18年 

37.7％ 9.6％

9,459 2,431
平成19年 

38.8％ 10.0％

9,850 2,600
平成20年 

39.6％ 10.5％

10,212 2,734
平成21年 

40.6％ 10.9％

10,508 2,828
平成22年 

41.6％ 11.2％

資料：高齢介護課（各年４月１日） 

 

623627 607 610 614

0

200

400

600

800

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

（世帯）

17 

資料：保険年金課（各年８月１日）
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要支援・要介護認定＊の状況 

要支援・要介護認定の状況では、認定者数は増加傾向にあり、平成 22 年で

2,433 人となっており、平成 19 年に比べ 265 人増加しています。 

 

表 要支援・要介護認定者数の推移 

 単位：人 

区分 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 

要支援１ 218 221 275 320

要支援２ 320 335 308 326

要介護１ 347 328 341 385

要介護２ 469 519 506 521

要介護３ 360 364 395 366

要介護４ 265 286 292 293

要介護５ 189 198 196 222

計 2,168 2,251 2,313 2,433

資料：高齢介護課（各年３月） 

 

 

（５）障がいのある人の状況 

障がい別身体障がい者手帳所持者数 

障がい別身体障がい者手帳所持者数では、肢体不自由と内部障がいにおいて

増加傾向があります。 

 

図 障がい別身体障がい者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援・要介護認定

介護保険によるサ

ービスを希望する

被保険者で、介護

が必要であるかど

うか、どの程度必

要である かの判

定・認定。 
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資料：福祉課（各年４月１日）
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年齢別療育手帳所持者数 

年齢別療育手帳所持者数では、増加傾向がみられ平成 22 年で 342 人となっ

ています。 

 

図 年齢別療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

程度別精神障がい者保健福祉手帳所持者数 

程度別精神障がい者保健福祉手帳所持者数では、増加傾向にあり、平成 22

年で 283 人となっています。 

 

図 程度別精神障がい者保健福祉手帳所持者数の推移 
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資料：福祉課（各年４月１日）

資料：福祉課（各年４月１日）
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（６）外国人の状況 

外国人登録人口 

外国人登録人口では、年々増加しており、平成 22 年では 1,043 人となって

います。 

国籍別の外国人登録人口では、中国人が増加しており、平成 22 年には 287

人と平成 18 年に比べ約 2.9 倍となっています。 

 

 

表 外国人登録人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 国籍別外国人登録人口の推移 

 単位：人 

区分 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 

韓国・朝鮮 194 186 179 191 183

ブラジル 200 205 213 245 233

中国 99 128 178 247 287

フィリピン 164 173 178 209 200

ペルー 10 13 15 19 17

アメリカ 6 4 6 7 6

その他の国 91 66 88 122 117

計 764 775 857 1,040 1,043

資料：市民課（外国人登録者 各年３月末日） 
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資料：市民課（外国人登録者 各年３月末日）
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（７）その他の支援の必要な人の状況 

生活保護世帯人数 

生活保護世帯数では、増加傾向がみられ平成 22 年では 257 世帯、349 人と平

成 21 年より 45 世帯、55 人増加しています。 

 

表 生活保護世帯人数の推移 

区分 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 

被保護世帯数(世帯) 157 164 170 212 257 

被保護人数(人) 239 240 240 294 349 

資料：福祉課（各年３月末） 
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２ 地域福祉に関する現状 

（１）老人クラブの状況 

市内の老人クラブは、平成 22年で 69団体、会員数 3,713人となっています。 

 

表 老人クラブの状況の推移 

区分 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

クラブ数 66 68 68 71 69

会員数(人) 3,775 3,873 3,734 3,872 3,713

資料：高齢介護課（各年４月１日） 

 

（２）民生委員・児童委員数 

民生委員・児童委員＊は、平成 22 年で 98 人となっています。 

 

表 民生委員・児童委員の推移 

区分 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

男性（人） 42 42 39 38 38

女性（人） 56 56 59 58 60

計（人） 98 98 98 96 98

一人当たり平均担当世帯数 

(世帯) 
246.7 249.0 253.6 262.3 258.1 

資料：福祉課（各年４月１日） 

 

（３）ボランティア登録団体・者数 

ボランティア登録団体数は、平成 20 年以降、約 50 団体で推移しています。

また、登録者数は、平成 21 年までは増加傾向となっています。 

 

表 ボランティア登録団体・者数の推移 

区分 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 

高齢者（団体） 2 2 2 2

障がい者（団体） 8 9 8 8

児童（団体） 2 1 5 6

その他（団体） 25 38 31 30

計（団体） 37 50 46 46

登録者数（人） 2,256 2,304 2,379 1,627

※平成 21 年までは子ども会の役員も含む。 

※平成 22 年からは実際に登録されている人数 

資料：社会福祉協議会（各年３月末日） 

民生委員・児童委員

民生委員は、民生

委員法によって設

置が定められてお

り、児童委員は児

童福祉法により民

生委員が兼ねるこ

とになっている。

活動の目的は、社

会奉仕の精神をも

って住民からの相

談に応じるなど、

住民が尊厳をもっ

てその人らしい自

立した生活ができ

るように支援を行

い、誰もが安心し

て暮すことのでき

る地域社会づくり

を目指している。 

22 
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３ アンケートからみた現状 

（１）近所づきあいの程度 

近所づきあいでは、「日

頃から助けあっている人」

は 15.6％となっています。 

小学校区別では、西小学

校区と南小学校区で「日頃

から助けあっている」の割

合約２割と他の小学校区

に比べて高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）悩みや不安、困っていること 

悩みや不安、困っている

ことでは、「自分の健康に

関すること」と「家族の健

康に関すること」など身近

な人の健康に関すること

が４割を超えています。 

 

 

 

 

 

 ％

自分の健康に関すること

家族の健康に関すること

介護に関すること

仕事に関すること

近所つきあいに関すること

生きがい・将来に関すること

住まいに関すること

収入や家計に関すること

子どもに関すること

災害に関すること

その他

特にない

無回答

48.1

42.8

20.5

19.9

7.8

23.7

11.9

37.0

20.7

24.5

1.9

12.6

0.8

0 20 40 60 80 100

図 悩みや不安、困っていること 
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日頃から助けあっている 気の合った人とは親しくしている

あいさつはする ほとんどつきあいがない

その他 無回答

体

校区

校区

校区

校区

学校区

学校区

小学校区

小学校区

ない

13.0

31.6 26.3

6.6

42.1

15.6

14.3

20.6

18.7

11.5

12.6

17.0

17.3

30.9

23.8

24.6

30.8

33.3

36.9

34.0

30.8

36.0

45.9

55.2

42.9

43.0

50.6

44.1

41.5

50.0

45.0

5.3

4.8

7.9

4.7

2.3

3.6

4.0

0.9

0.1

2.0

2.3

1.9

4.0

2.8

2.3

1.8

0.9

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 近所づきあいの程度 

全　　体

東小学校区

西小学校区

南小学校区

北小学校区

神守小学校区

蛭間小学校区

高台寺小学校区

神島田小学校区

わからない



 

 

23 

 

 

 

 

（３）相談相手 

相談相手では、「家族・親

族」が 80.7％と大多数を占

めています。 

一方、「行政（市役所など）」

や「民生委員・児童委員」な

どの公的機関に相談してい

る人は１割未満と少なくな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）近所の困っている人にしてあげられること 

近所の困っている人にし

てあげられることでは、「高

齢者や障がいのある方の安

否確認と声かけ」が 37.1％

と高くなっています。 

一方、「特にできることは

ない」が 27.7％と４人に１

人を占めています。 

 

 

 

 

 ％

高齢者や障がいのある方の安否
確認と声かけ

趣味などの話し相手

電球の取り換えなどの簡単な
作業

ちょっとした買い物

ゴミ出し

家の掃除

料理をつくってあげること

洗濯

短時間の子どもの預かり

生活についての相談

その他

特にできることはない

無回答

37.1

27.3

18.5

22.2

22.1

4.0

5.0

3.1

11.2

7.4

3.0

27.7

3.9

0 20 40 60 80 100

電球の取り換えなどの簡単な
作業

高齢者や障がいのある方の
安否確認と声かけ

図 近所の困った人にしてあげられること 

 ％

家族・親族

民生委員・児童委員

町内会長

近所の人

友人・知人

行政（市役所など）

医療機関

学校や保育園、幼稚園

その他

相談していない

無回答

80.7

0.9

0.8

6.8

38.8

4.8

13.8

2.2

1.6

7.4

1.1

0 20 40 60 80 100

図 相談相手 
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近所の困っている人にしてあげられること 
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（５）地域に貢献できること 

地域に貢献できることで

は、「地域のイベントや作業

への参加」が 42.4％と最も

高くなっています。また、「地

域の防犯のための見回り」も

２割超と多くなっています。 

一方、無回答が 19.1％と

なっており、貢献できること

がないと考えている人もい

ることが伺われます。 

 

 

 

 

 

 

（６）福祉に関して得たい情報 

福祉に関して得たい情報

では、「福祉サービスの種類、

内容」が 53.1％と最も高く、

次いで、「福祉サービスの利

用方法」と「福祉サービスの

利用に係る費用」がともに４

割を超えていることから、福

祉サービスへの関心が高い

ことが伺われます。 

 

 

 

 

 

 

 ％

福祉サービスの種類、内容

福祉サービスの利用方法

福祉サービスの利用に係る
費用

福祉サービスの相談窓口

保育や子育てに関する情報

福祉ボランティアに関する情
報
各種の福祉講座や教室、講
習会の開催状況

就労に関する情報

就学に関する情報

福祉事業所のサービス内容

健康に関する情報

その他

特に得たい情報はない

無回答

53.1

46.6

41.6

24.0

13.0

12.1

11.4

9.2

6.3

15.9

29.1

0.8

10.6

4.3

0 20 40 60 80 100

図 福祉に関して得たい情報 

 ％

地域のイベントや作業への参加

地域住民がふれあえる場所として、
空き家・空き店舗を貸す

地域活動のために田畑を貸す

農業指導、土木指導、パソコン操作
などの専門知識の提供

スポーツや文化活動の指導

レクリエーションなどの指導

地域での子ども、高齢者、障がいがある
方が集える場所ができた場合の話し相手

地域の防犯のための見回り

災害が起こった場合の高齢者や障
がいのある方の避難誘導

その他

無回答

42.4

0.9

3.0

4.1

6.4

3.0

18.9

21.2

17.2

10.4

19.1

0 20 40 60 80 100

図 地域に貢献できること 
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（７）必要な福祉サービスの情報の入手程度 

必要な福祉サービスの情報の

入手程度では、「十分できている」

と「大体できている」をあわせた

福祉サービスの情報を入手でき

ている人が 16.4％であるのに対

し、「あまりできていない」と「ほ

とんどできていない」をあわせた

福祉サービスの情報を入手でき

ていない人の割合が 59.5％とな

っており、福祉サービスの情報を

得ていない人が圧倒的に多くな

っています。 

 

 

 

 

（８）福祉サービスの情報の入手先  

福祉サービスの情報の入手先

では、「市の広報」が 64.8％と最

も高くなっています。 

一方、「どこで入手すればよい

かわからない」が 11.6％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 ％

市の広報

社会福祉協議会の「社協だより」

市役所（支所）の窓口

社会福祉協議会の窓口

町内会の回覧板

民生委員・児童委員

新聞・雑誌

ケーブルテレビ・ラジオ

友人や近所の人

インターネット

その他

どこで入手すればよいか
わからない

無回答

64.8

10.0

9.0

1.9

25.6

1.5

17.2

4.3

19.2

10.3

3.5

11.6

1.4

0 20 40 60 80 100

どこで入手すればよいか
わからない

 

わからない
22.7%

ほとんど
できていない

30.1%

あまり
できていない

29.4%

大体
できている

14.2%

無回答
1.5%

十分
できている

2.2%

図 必要な福祉サービスの入手程度 
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図 福祉サービスの情報入手先 

必要な福祉サービスの情報の入手程度

福祉サービスの情報の入手先
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（９）地域活動への参加 

地域活動への参加では、

「活動している」と「現在

は活動していないが、過去

に活動したことがある」を

あわせた地域活動をしたこ

とがある人が 45.6％となっ

ている一方、「活動したこと

はなく、今後も活動しない

と思う」が 32.3％となって

います。 

小学校区別では、神島田

小学校区で「活動したこと

はなく、今後も活動しない

と思う」が４割超と他の小

学校区に比べ高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

（10）ボランティア活動への参加 

ボランティア活動への参

加では、「活動している」と

「現在は活動していないが、

過去に活動したことがあ

る」をあわせた地域活動を

したことがある人が 20.2％

であるのに対し、「活動した

ことはなく、今後も活動し

ないと思う」が 44.9％と多

数を占めています。 

 

 
活動している

9.8%無回答
8.6%

活動したこと
はなく、今後
も活動しない

と思う
44.9%

活動した
ことはない
が、今後

活動したい
26.3%

現在は活動
していない
が、過去に

活動したこと
がある
10.4%

図 ボランティア活動への参加 

活動している

現在は活動していないが、過去に活動したことがある

活動したことはないが、今後活動したい

活動したことはなく、今後も活動しないと思う

無回答

体

小学校区

小学校区

小学校区

小学校区

守小学校区

小学校区

台寺小学校区

島田小学校区

からない

28.7

23.8

28.6

30.8

26.4

31.5

32.1

43.3

19.0

5.3

16.9

13.3

18.3

14.0

21.8

17.1

16.0

18.3

20.0

10.5

17.2

21.0

14.3

14.0

10.3

14.4

21.7

22.1

16.0

31.6

32.3

37.1

33.3

33.6

34.5

32.4

26.4

14.4

41.0

52.6

4.9

4.8

5.6

7.5

6.9

4.0

1.9

3.8

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 地域活動への参加 
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全　　体

東小学校区

西小学校区

南小学校区

北小学校区

神守小学校区

蛭間小学校区

高台寺小学校区

神島田小学校区

わからない
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（11）災害時の備えで重要なこと 

災害時の備えで重要なことでは、

「日頃からのあいさつ、声かけやつ

きあい」が 50.8％と最も高くなって

います。そのほか、「危険箇所の把

握」も 45.1％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

（12）福祉の心を育てるために、必要なこと 

福祉の心を育てるために、必要な

ことでは、「できるだけたくさんの

体験活動を学校で行う」が 48.2％

を占めています。 

また、「町内会などが行う活動に、

子どもたちを積極的に参加させる」

が 30.2％となっており、地域活動

の重要さもあげられています。 

 

 

 

（13）住民同士のふれあいや交流 

住民同士のふれあいや交流では、

「大変良い」と「良い」をあわせた

良いと感じている人が 13.5％、「大

変悪い」と「悪い」をあわせた悪い

と感じている人が 19.6％となって

おり、住民同士のふれあいや交流に

満足していない人が若干多くなっ

ています。 

 

 

ふつう
61.3%

大変良い
1.6% 良い

11.9%

無回答
5.6%

大変悪い
2.6%

悪い
17.0%

図 住民同士のふれあいや交流 

 ％

学校でひとつの活動を継続的に
行う

できるだけたくさんの体験活動
を学校で行う

土日や放課後にも体験活動が
できる体制を作る

町内会などが行う活動に、子ど
もたちを積極的に参加させる

親が家庭で福祉について子ども
と話し合う

その他

わからない

無回答

34.6

48.2

19.7

30.2

23.6

1.9

5.0

6.3

0 20 40 60 80 100

図 福祉の心を育てるために、必要なこと 

 ％

災害対策の学習会

日頃からのあいさつ、声かけ
やつきあい

地域での避難訓練

危険箇所の把握

地域における援助体制の構
築

地域の要援護者の把握

要援護者に対する情報伝達
体制の構築

災害ボランティアの育成

その他

無回答

20.1

50.8

31.8

45.1

35.8

19.3

19.1

14.0

1.1

6.2

0 20 40 60 80 100

図 災害時の備えで重要なこと 
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（14）高齢者が社会参加しやすいようにするために、地域として取り組むべきこと 

高齢者が社会参加しやすいよう

にするために、地域として取り組

むべきことでは、「地域の人の見守

りや助けあい」が 44.3％と最も高

く、地域同士での支えあいが重要

視されていることが伺われます。 

 

 

 

 

 

子育てについて地域で取り組む

べきことでは、「地域の子どもへの

見守りと声かけ」が 39.0％と最も

高く、次いで「子どもの安全のた

めの地域のパトロール」が 30.1％

となっており、地域での子どもと

の交流を通じた安全確保が重要と

考えられています。 

 

 

 

 

障がいのある人が社会参加す

るために、地域として取り組む

べきことでは、「障がいに対する

理解」が 52.9％と最も高く、次

いで「介護者や介護が必要とす

る人への支援」が 29.2％、「地

域の人の見守りや助けあい」が

28.3％となっています。 

 

 ％

障がいのある人とない人の交
流

障がいに対する理解

地域の人の見守りや助けあ
い
介護者や介護が必要とする
人への支援
病院への通院などの際の外
出支援

趣味や余暇活動への支援

災害時の助けあい

その他

無回答

20.9

52.9

28.3

29.2

14.5

9.2

15.2

1.1

6.9

0 20 40 60 80 100

図 障がいのある人の社会参加のために取り組むべきこと 

 ％

子育てグループなどの自主
的な活動への支援
子育てについて学習する場
の充実
子育てを支援するボランティ
アの育成
地域の子どもへの見守りと声
かけ
ＰＴＡや子ども会などへの親
の積極的な参加

学校や児童館などとの連携

子どもの安全のための地域
のパトロール
子ども同士が遊べる機会の
充実

その他

無回答

12.5

12.7

11.8

39.0

16.2

9.8

30.1

29.9

2.7

10.1

0 20 40 60 80 100

図 子育てについて地域で取り組むべきこと 

 ％

地域の人の見守りや助けあ
い
介護者や介護を必要とする
人への支援
病院への通院などの際の外
出支援

生きがいづくりへの支援

退職後の再就職を行なうため
の支援

災害時の助けあい

その他

無回答

44.3

35.2

17.8

35.4

18.8

16.1

1.5

7.2

0 20 40 60 80 100

図 高齢者が社会参加するために取り組むべきこと 

（16）障がいのある人が社会参加するために、地域として取り組むべきこと

（15）子育てについて地域で取り組むべきこと 
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図 高齢者が社会参加しやすいようにするために、 

地域として取り組むべきこと 

図 障がいのある人が社会参加するために、 

地域として取り組むべきこと 
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（17）津島市の福祉において重点とすべきこと 

津島市の福祉において重点

とすべきことでは、「在宅福祉

を支えるサービスの充実」が

38.3％と最も高く、次いで「健

康や生きがいづくりへの支

援」が 38.2％となっています。 

また、「住民がお互いに助け

あえるまちづくり」が 35.2％

となっており、地域での助け

あいも重要視されているとい

えます。 

 

 

 

 

 

 

（18）民生委員・児童委員の認知度 

民生委員・児童委員の認知

度では、「どんな活動をしてい

るか大体わかっている」と「ど

んな活動をしているか少しわ

かっている」をあわせた民生

委員・児童委員の活動を理解

している人が 35.3％であるの

に対し、「聞いたことはあるが、

どんな活動をしているかはわ

からない」と「聞いたことも

ない」をあわせた理解してい

ない人が 60.8％となっており、

民生委員・児童委員が認知さ

れていないことが伺われます。 

 

無回答
3.9%

聞いたこと
もない
8.7%

聞いたこと
はあるが、
どんな活動
をしている
かはわから

ない
52.1%

どんな活動
をしているか
少しわかっ

ている
25.9%

どんな活動
をしているか
大体わかっ

ている
9.4%

図 民生委員・児童委員の認知度 

 ％

健康や生きがいづくりへの支
援

在宅福祉を支えるサービスの
充実

ボランティアやＮＰＯなどの市
民活動への支援

住民がお互いに助けあえる
まちづくり

個人の自立を支援するため
のサービスの充実

保育園・学校などにおける福
祉教育

福祉サービスに関する情報
提供

気軽に相談できる人・場の充
実

気軽に集まれる場の充実

その他

無回答

38.2

38.3

13.2

35.2

18.1

19.6

31.5

21.3

20.3

2.4

6.8

0 20 40 60 80 100

図 津島市の福祉において重点とすべきこと 
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（19）津島市社会福祉協議会の認知度 

津島市社会福祉協議会の認知度

では、「どんな活動をしているか大

体知っている」と「どんな活動を

しているか少し知っている」をあ

わせた津島市社会福祉協議会の活

動を知っている人が 26.0％である

のに対して、「聞いたことはあるが、

どんな活動をしているかは知らな

い」と「聞いたこともない」をあ

わせた活動を知らない人が 70.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

無回答
3.5%聞いたこと

もない
19.2%

聞いたこと
はあるが、
どんな活動
をしているか
は知らない

51.3%

どんな活動
をしているか
少し知って

いる
17.3%

どんな活動
をしている

か大体知って
いる
8.7%
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図 津島市社会福祉協議会の認知度 
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４ 地区懇談会からみた現状 

８小学校区における地区懇談会では、津島市の特徴やさまざまな問題点や課

題が出されました。それらを強みと弱みで整理し、弱み（問題・課題など）に

対し、強み（よい所など）を生かしながら解決することで、地域の実情に応じ

た対応を行うことができます。 

 

強み（よい所など） 弱み（問題・課題など） 

（近所づきあい・ふれあい） 

￭ 祭りのときに世代間交流ができる 

￭ 寺院や神社の伝統行事が残っている 

￭ 昔からの人が多く、近所づきあいがしや
すい 

￭ 夜回りで 30 分ほど近所を回っている。近
所の人とのふれあいがある 

 

（近所づきあい・ふれあい） 

￭ 身内の高齢者が亡くなられても、地域の
人に知らせない人がいた 

￭ 昔からいる人が新しく転居してきた人を
受け入れない地域がある 

 

（支援を必要としている人への理解・配慮）

￭ 二世帯（三世帯）同居家庭が比較的多く、
小さい子どもをみてもらえる 

￭ 一人暮らしでも近所や親戚の者が助けて
くれる 

￭ 体の不自由な人に対して役員の職につい
て配慮している 

 

（支援を必要としている人への理解・配慮）

￭ 車イスのシンボルマークは誰でも買え
て、障がいのある人でなくても、車イス
用駐車場に駐車する人がいる 

 

 

 

 

（個人情報） 

￭ 個人情報の問題もあり、困っている人を
把握しにくい 

￭ 情報がわからないためアパートのひとり
暮らし高齢者など孤立してしまう 

￭ 住民票上で二人暮らしでも、実際には一
人暮らしの人もいる（入院などで） 

 

（地域での見守り） 

￭ 友愛活動でクラブの活発なところは配食
サービスもしている 

 

（地域での見守り） 

￭ 転入者等の情報がないため、町内の人の
状況を把握することが難しい 

￭ 友愛活動でクラブによって差がある 
 

 （地域のマナー・ルール） 

￭ アパートの住民で引越しの時など指定し
た日でなくてもゴミを出す 

 

（地域での交流） 

￭ 祭りなどのイベントはまとまりがある 

 

（地域での交流） 

￭ 核家族が多く、おじいちゃん、おばあち
ゃんと交流する機会が減少している 

￭ 高齢者が多くなり、なかなかイベントが
出来なくなってきている 
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強み（よい所など） 弱み（問題・課題など） 

 （地域で集まる場） 

￭ 町内が大きいため全員が集まる場所がな
い 

 

 （ボランティア活動） 

￭ ボランティアに頼めばいいと思っている
人が増えている 

 

（相談支援） 

￭ スクールカウンセラーがおり、児童が相
談する場がある 

 

 

 

 

 

（相談支援） 

￭ 市役所の時間外で市民から相談があった
時に相談する場がない 

￭ 地域包括支援センター（高齢者相談セン
ター）の周知がされていない 

￭ ひとり暮らしの人は、足がないため相談
に行きたくても行けない 

￭ 民生委員・児童委員や保護司など地域で
知られていない 

￭ 福祉サービスや制度改正などの詳細の内
容を理解していない 

 

 （支援を必要としている人の把握） 

￭ ひとり暮らしの人は把握しているが、老
老介護の世帯は把握が難しい 

￭ ありがた迷惑と感じてしまっている（独
居老人など） 

 

 （認知症高齢者への支援） 

￭ 認知症について、地域の人が認知症につ
いて知識がない 

 

 （制度の狭間の人への支援） 

￭ 制度に該当しない人に対する支援をどの
ようにすればよいのかわからない 

 

（地域の防犯対策） 

￭ 子どもたちの登下校時に、地域の方々が
子どもたちの安全を見守ってくれている

￭ 犬の散歩の時なども腕章をつけて見守り
をしている 

￭ 声かけなど学校から呼びかけがあって行
った 

 

（地域の防犯対策） 

￭ 市に空き巣が増えてきている 

￭ ひとり暮らしだということがわかると防
犯上問題がある 

（地域の防災対策） 

￭ 防災訓練を校区でやっている 

（地域の防災対策） 

￭ 防災に関する出前講座にも参加者が少な
い 

 

（交通安全） 

￭ 高齢者の事故が多いので子どもだけでな
く、老人クラブに参加を呼びかけている

（交通安全） 

￭ 量販店などができ、交通量が増え、危険
な箇所がある 
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強み（よい所など） 弱み（問題・課題など） 

（コミュニティ・地域活動） 

￭ 長く住んでいる人は地域に対する愛着を
持っている 

￭ 若い人が積極的に新しい風を巻き起こし
ている 

￭ 小学校サポートという組織があり学校と
交流ができている 

￭ 憩いの家の利用率が高い。女性の会や老
人クラブなど集まる場がある 

￭ コミュニティ活動が続いているのは、若
い人（40 代）が４～５人いて率先して行
っている 

￭ 東高校にボランティアがあり、地域活動
に参加してくれている 

￭ 地域活動をしていると、生きがいにつな
がる 

￭ 嘱託の人が地区のことをよく知っている
 

（コミュニティ・地域活動） 

￭ コミュニティの組織は、今後どのように
なるのか見えない 

￭ 何事も参加者が少ない。出てくるのは役
員ばかり 

￭ 役員が毎年代わるため地域を理解する前
に終わってしまうことがある 

￭ 地域の活動を同じ人でぐるぐるいつまで
もやっている 

￭ 地域活動で、どこでどのような活動をし
ているのかわからない 

￭ 活動に対する市の支援がない 

￭ 民生委員・児童委員の活動が理解されて
いない 

￭ 社会福祉協議会の活動がわからない 

 
地区懇談会の様子 
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５ 関連計画からみた問題・課題 

（１）第４期 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

（平成 21 年度～平成 23 年度） 

地域における助けあいに関しての取り組みが多く示されている。 

これらの取り組みにおける課題としては、高齢者が培ってきた豊かな技術・

知識や社会的経験などを有効な社会的資源として活かしていくことや生きが

いづくりとしての学習成果を健康づくりにつなげていくことが課題として示

されている。 

また、介護保険サービスなどの公的な福祉サービスでは対応できない日常の

中での支援を充実するとともに高齢者の役割意識を高めＱＯＬ（生活の質）※

の向上につなげるために、高齢者自身がサービスの受け手と同時に担い手とし

て、役割を発揮できる環境づくりを課題として掲げている。さらに、地域にお

ける支えあいをより推進するために、地域活動による支えあいの体制づくりを

課題として示している。 

 

 

 

 

 

（２）津島市障がい者福祉計画（平成 19 年度～平成 23 年度） 

地域における助けあいに関しては、助けあいの取り組みや交流活動、福祉サ

ービスに関しては相談体制についての取り組みが多く示されている。 

これらの取り組みにおける課題としては、障がいについての理解やノーマラ

イゼーションの理念についての普及を行うことにより、地域における支えあい

や見守りを推進していくことが課題として示されている。 

さらに、ＮＰＯ＊やボランティア活動が効果的に援助を必要としている障が

いのある人のニーズに対応できるように、そのコーディネート機能の強化が課

題として示されている。 

また、障がいのある人の特性に応じて、適切な相談や情報提供が行えるよう

に、相談体制及び情報提供の充実を図ることが示されている。 

 

 

ＮＰＯ 

民間非営利組織、

特定非営利活動団

体 。 Non Profit 

Organization の頭

文字をと ったも

の。営利を目的と

せず、社会的な活

動を行う 民間組

織。 

ＱＯＬ（生活の質）

一般に人や社会の

生活の質。人間ら

しい生活を送り、

「幸福」を見出し

ているかを尺度と

してとら える概

念。 

35 



 

 

35 

 

 

 

 

（３）津島市次世代育成支援行動計画（後期計画） 

（平成 22 年度～平成 26 年度） 

地域における助けあいに関しては、ボランティア活動、福祉サービスに関し

ては子育て支援やワークライフバランス（仕事と生活の調和）※に関する支援

サービスなどについての取り組みが多く示されている。 

これらの取り組みにおける課題としては、子どもの見守りや地域における子

育て支援や子どもの健全育成に向けたボランティア活動などの推進が課題と

して示されている。 

また、子育ての第一義的な責任を保護者に置きつつ、身近な地域における子

育て支援サービスを充実し、子どもを産み育てやすい地域づくりを課題として

示している。 

 

 

 

（４）津島市男女共同参画プラン（見直し版）（平成 19 年度～平成 22 年度） 

地域における助けあいに関しては、地域活動、支えあいの仕組みづくりに関

しては教育などについての取り組みが多く示されている。 

これらの取り組みにおける課題としては、男女がともに支えあいながら地域

づくりを推進していくために、地域活動の企画段階からの女性の参加を促進し

ていくことが課題として示されている。 

また、男女がお互いの個性を尊重し、性別によって社会参加の機会が制限さ

れることがないように、男女がともに働きやすい環境づくりが課題として示さ

れている。 

こうした環境づくりに向け、子どもの発達段階に応じて、さまざまな学習や

体験を取り入れることで児童生徒の能力を伸ばし、多様な個性を生かせる教育

の充実を図ることが示されている。 

 

 

 

（５）津島市人権施策推進プラン（平成 16 年度～平成 22 年度） 

地域における助けあいに関しての取り組みが多く示されている。 

これらの取り組みにおける課題としては、さまざまな人との交流づくりを推

進し、さらに、人権に関する効果的な学習機会を提供することにより、差別や

偏見意識を解消していくことが課題として示されている。 

ワークライフバラ

ンス（仕事と生活

の調和） 

やりがいのある仕

事と充実した私生

活を両立させると

いう考え方。 
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（６）津島市地域防災計画（平成 22 年度） 

地域における助けあいに関しては、防災に関する教育の普及推進と自主防災

組織の設置や育成が示されている。 

地域において災害時要援護者を支援する体制を整備すること、出火防止、初

期消火、被災者の救出救護及び避難等を組織的に行うこと、いざというときに

は、日頃から地域の防災関係者の連携が重要なため、自主防災組織及び防災関

係機関等のネットワーク化の推進を図ることが課題として示されている。 

 

 

 

 

（７）関連計画からみた地域福祉に関する共通課題 

ア 地域における助けあい 

￭ 障がいなど人権についての理解やノーマライゼーションの理念についての

普及を含めた、お互いが認めあう意識の向上 

￭ 年齢や性別、障がいの有無などを問わずあらゆる人の地域活動への参画 

￭ 今後、増加が予測される高齢者も含め、さまざまな生涯学習活動や健康づく

り活動において、社会の中で培ってきた豊かな技術・知識などを持った人材

の有効活用 

 

イ 福祉サービスに関すること 

￭ 支援を必要とする人の状態や障がいの特性に応じた適切な相談や情報提供 

 

ウ 安心・安全や地域での助けあいや支えあいの仕組みづくり 

￭ 地域の暮らしの安全が脅かされるような事件が頻発している中、子どもの見

守りやひとり暮らし高齢者への声かけなどの地域における助けあいの仕組

みづくり 

￭ 援助を必要としている人の多種多様なニーズに対応できるＮＰＯやボラン

ティア活動の効果的なコーディネート機能の強化 

￭ 災害時に備え自主防災組織の組織化や防災関係機関等とのネットワーク化

の推進 
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６ 現状からみた課題の整理 

津島市の特性、アンケート調査結果や地区懇談会等を踏まえ、課題を整理し

ます。 

 

（１）助けあいの意識の向上 

￭ 地域でのあいさつ運動を推進する必要がある。 

￭ 近所でのちょっとした声かけが重要であり、日常生活での声かけや助けあい

を普及啓発する必要がある。 

￭ 高齢者との交流を通じて、子どもの健全育成を促進する必要がある。 

￭ 子どもを核とした地域交流を促進する必要がある。 

￭ 若年世代や団塊世代＊が中心となった交流を促進する必要がある。 

￭ 転入者を受け入れやすい環境づくりが必要である。 

￭ 地域で暮らしていくための最低限のルールやマナーを普及啓発する必要が

ある。（転入者や外国人など） 

￭ 子どもの保護者に対する意識啓発が必要である。 

￭ 子どもの頃からの福祉教育が重要である。 

￭ 障がいや認知症に関する正しい理解を普及啓発する必要がある。 

 

（２）支えあい・見守り活動の推進 

￭ 地域の見守り活動で、見守る地域の人や見守ってもらう人がお互いを理解し

あう地域づくりが必要である。 

￭ ひとり暮らし高齢者だけでなく、子どもや障がいのある人の見守りを推進す

る必要がある。 

￭ 高齢者の知恵を活用した核家族への子育て支援が求められる。 

￭ 地域の見回り活動を推進する必要がある。 

￭ 通学時の見守りや声かけが重要である。 

￭ 個人情報保護に適切な運用について、普及啓発する必要がある。 

 

（３）活発な地域活動の推進 

￭ 町内会や老人クラブなど、地域活動への参加を啓発する必要がある。 

￭ 地域活動への参加者の裾野を広げる必要がある。 

￭ 友愛クラブ活動など、地域活動の地域差を少なくするための情報共有や活動

支援が必要である。 

￭ 既存施設を活用するなど、身近なところでの集まれる場の確保が必要である。 

￭ 支援を必要としている人が地域へ参加しやすい受け皿を整備する必要があ

る。 

￭ 助けあいによりケアできる地域の拠点が求められる。（サロン活動など） 

団塊世代 

1947～1949 年頃の

ベビーブームに生

まれた世代。 
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（４）ボランティア活動の推進 

￭ 支援を必要とする人と支援する人のニーズをコーディネートする機能（ボラ

ンティアセンター）の充実・強化が必要である。 

 

（５）地域福祉の担い手の育成 

￭ 地域活動のリーダー育成が必要である。 

￭ 地域の役員など、地域の役割などを理解することが重要である。 

￭ 地域活動等の後継者の育成・確保が必要である。 

￭ 学習（生涯学習）したことを社会還元型の活動へつなげていくことが重要で

ある。 

￭ 地域に埋もれた人材を発掘し、活躍できる場を提供していくことが必要であ

る。 

 

（６）情報提供の充実 

￭ 住民に伝わりやすい情報提供手段を検討する必要がある。 

￭ 福祉サービスを効果的に利用できるよう情報提供を充実する必要がある。 

 

（７）相談体制の充実 

￭ いつでも相談できる相談窓口の設置が求められる。 

￭ 多種多様な相談内容に対応するため、相談窓口の連携を強化する必要がある。 

￭ 地域包括支援センター（高齢者相談センター）をはじめとする相談窓口の一

層の周知に向けたＰＲ活動が必要である。 

￭ 民生委員・児童委員など地域で相談活動をしている人の周知が必要である。 

 

（８）保健福祉サービスの充実 

￭ 高齢福祉、障がい福祉や児童福祉などの福祉サービスを利用していない人に

対する援助のあり方の検討が必要である。 

￭ 第三者評価の運用を促進する必要がある。 

￭ 福祉施設のサービスに対する苦情の窓口や苦情に対する適切な対応へつな

ぐしくみづくりが必要である。 

￭ 老老介護世帯、日中のひとり暮らし高齢者、認知症高齢者や閉じこもりの人

など支援を要する人の把握が必要である。 
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（９）安心・安全の確保 

￭ 地域住民の防犯・防災意識の向上が必要である。 

￭ 防災訓練などを通じて、災害時の対応を地域で検討することが重要である。 

￭ 子どもや高齢者など交通弱者を対象とした交通安全教室の開催が必要であ

る。 

￭ 交通事故現場や交通事故の起こりやすい場所などの危険箇所を把握してお

くことが重要である。 

￭ 通学時の見守り活動を推進する必要がある。 

 

（10）ネットワークづくり 

￭ 地域活動に対する意識の向上が必要である。 

￭ 困っている人の支援者、支援機関（事業所や相談窓口）や市などが円滑に連

携できる地域ケアシステムを検討する必要がある。 

￭ 地域コミュニティやボランティア・市民活動団体など、それぞれの役割を整

理する必要がある。 

￭ 地域組織の連携が必要である。 

￭ 民生委員・児童委員や社会福祉協議会の周知を図る必要がある。 

￭ 地区社会福祉協議会※を設置し、地域の各種団体の連携を円滑にし、効果的

な活動につなげていくための仕組みをつくる必要がある。 

￭ 地域包括支援センター（高齢者相談センター）と民生委員・児童委員などと

の円滑な連携を図る必要がある。 

 

（11）市民と市の協働 

￭ 家庭や地域の責務（最低限行うべきライン）を地域住民で考えることが重要

である。 

￭ “地域を守る”という意識づくりが重要である。 

￭ 地域と市との連携のしくみづくりが必要である。 

￭ 市職員の地域活動への参加意識の向上が必要である。 

￭ 市内部の横の連携を柔軟に図る必要がある。 

 

（12）地域課題の把握 

￭ 地区懇談会において、それぞれの地域に応じた課題が出されており、今後も

地域の生活課題を把握することが重要である。 

 

（13）課題解決に向けた取り組み 

￭ 地域の活性化に向けた取り組みを地域で提案しあえるしくみづくりが必要

である。 

40 

地区社会福祉協議会 

社会福祉協議会の

支部的機 能を持
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